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登録講習 受講の

2 

には が必要！ 
この得した を法改正部分や に充てよう！ 

3 
宅建登録講習は、

が必要です。 

 ● は、直近10年

 ● は、直近10年

                     

大きな見直しだけでも、
等、多岐に渡り、

もあります。令和2年度の宅建試験で合格するためには、
です。

建築基準法は、防火・準防火地域について、耐火建築物・準耐火建築物の規制だけであったところ、
され、

また、
試験対策上も なされました。 



 

日頃よりお世話になっております。 
に の 

ご案内をさせていただく と申します。 
は、例年宅建試験合格へ向け 

た となります。 に 
てご案内致しますので、是非、ご活用ください。 

■ 等を含みます。 

いただくと手続がスムーズです。 

等、
をご準備ください。 

ことが必要 
です。 

※ をご選択の場合はご準備ください。 

以下の お手続きを進めてください。 



■ 表示の
■ を入力 

登録情報をご確認ください。
ください。 

より します。 

で、ＩＤとして
されます。受信後、

マイページにログインし、
ください。 

※左記は印刷版受講票のサンプルとなります。 

受付完了後、 で 致します。 

■ は、
致します。 

■スクーリング日程ごとに定められた
してください。

は、法定の講習期間満了と認められず当該 
 講習は となります。

ください。 



(講義) は による となります。 

 となる場合があります。 

は、 です。 
が発行される 又は の場合を除

き、
となります。

スクーリング日程の変更が必要となっ
た場合は、

してください。
変更には別途 となり
ます。また、 又は

 

※ 

● 
● 
○ 会場付近の飲食店利用可能 

受講辞退が必要となった場合は、別に
定められた

してください。辞
退には別途 となりま
す。また、

 

※ 

が、

ください。 
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